
令和 8 年 3 月吉日  

お客さま各位  

   新潟縣信用組合 

 

 

「個人向けインターネットバンキング」基本手数料無料化について 

 

 

 新潟縣信用組合（理事長 :赤川  新一）は、利便性が高いデジタルサービスをより多くのお

客さまにご利用いただくため、個人のお客様向け「インターネットバンキング」の基本手数料を

無料といたします。 

当組合は今後も、お客さまのお役に立てるサービスの提供に努めてまいりますので、引き続

きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 

  

 

記  

 

 

1．  改定日  

   令和 8 年 4 月 1 日 (水 )  

  

 

2. 改定対象者  

・令和 8 年 4 月 1 日 (水 )以降「個人向けインターネットバンキング」をご契約のお客さま。 

・「個人向けインターネットバンキング」をご契約中のお客さまは令和 8 年 4 月分（令和 8 年

5 月引落）からの基本手数料が無料となります。 
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